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○函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

平成18年３月31日 

規則第58号 

改正 平成18年９月29日規則第116号 

平成18年12月７日規則第121号 

平成19年３月28日規則第19号 

平成20年７月１日規則第67号 

平成22年３月29日規則第19号 

平成22年３月31日規則第40号 

平成23年９月29日規則第47号 

平成24年３月30日規則第47号 

平成24年９月28日規則第86号 

平成25年３月29日規則第37号 

平成25年６月21日規則第54号 

平成26年３月28日規則第16号 

平成26年５月14日規則第37号 

平成26年９月25日規則第64号 

平成27年12月28日規則第69号 

平成28年３月31日規則第49号 

平成29年７月18日規則第38号 

平成30年３月20日規則第22号 

平成30年９月25日規則第54号 

令和２年６月30日規則第48号 

令和３年５月19日規則第38号 

令和４年２月28日規則第４号 

令和４年４月１日規則第26号 

令和５年５月18日規則第27号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）の施行について，別に定めるもののほか，必要

な細則を定めるものとする。 



2/97 

（介護給付費等支給申請書等） 

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18

年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。）第７条第１項，第34条の３第１項

および第34条の31第１項の申請書は，別記第１号様式によらなければならない。 

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令

第10号。以下「政令」という。）第10条第３項の規定による通知は，別記第１号様式の

２の通知書によりするものとする。 

３ 市長は，第１項の申請書により介護給付費等の支給決定または地域相談支援給付決定に

係る申請があった場合において，支給決定または地域相談支援給付決定をしたときは別記

第２号様式の通知書にこれらの決定に係る法第22条第８項に規定する障害福祉サービス

受給者証（以下「障害福祉サービス受給者証」という。）または法第51条の７第８項に

規定する地域相談支援受給者証（以下「地域相談支援受給者証」という。）を添えて，支

給決定または地域相談支援給付決定をしないときは別記第３号様式の通知書により当該

申請をした者に通知するものとする。 

４ 障害福祉サービス受給者証は，別記第４号様式によるものとする。 

５ 地域相談支援受給者証は，別記第４号様式の２によるものとする。 

６ 市長は，法第70条第１項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しよう

とするときは，当該支給決定障害者に別記第４号様式の３の療養介護医療受給者証を交付

するものとする。 

７ 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は，法第70条第１項の規定によ

り指定療養介護医療を受けるに当たっては，そのつど，指定障害福祉サービス事業者等に

対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。 

（サービス等利用計画案の提出の依頼の通知） 

第２条の２ 施行規則第12条の３（施行規則第19条第２項において準用する場合を含む。）

および第34条の37の規定による通知は，別記第４号様式の４の依頼書によりするものと

する。 

（支給決定の変更の申請書等） 

第３条 施行規則第17条の申請書は，別記第５号様式によらなければならない。 

２ 施行規則第18条第１項の規定による通知は，別記第６号様式の通知書によりするもの

とする。 

３ 市長は，第１項の申請書により申請があった場合において，支給決定の変更をしないこ
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とと決定したときは，前項の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

４ 市長は，支給決定障害者等（法第５条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以

下同じ。）について，法第24条第４項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたと

きは，別記第６号様式の２の通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。 

（支給決定等の取消しの通知等） 

第４条 施行規則第20条第１項および第34条の49第１項の規定による通知は，別記第７号

様式の通知書によりするものとする。 

２ 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には，当該通知

に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。 

（支給決定等の申請内容の変更の届出書等） 

第５条 施行規則第22条第１項および第34条の48第１項の届出書は，別記第８号様式によ

らなければならない。 

２ 市長は，前項の届出書により届出があった場合は，当該届出に係る障害福祉サービス受

給者証または地域相談支援受給者証の記載事項を変更し，当該届出をした者に返還するも

のとする。 

３ 第１項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けて

いる場合には，当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては，前項

の規定を準用する。 

（転出の届出等） 

第６条 支給決定障害者等または支給認定障害者等（法第54条第３項に規定する支給認定

障害者等をいう。以下同じ。）は，法第23条に規定する支給決定の有効期間または法第

55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合

は，別記第９号様式の届出書により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の規定による届出があった場合は，当該届出をした者に障害支援区分の認

定を受けた者であることを証する別記第９号様式の２の証明書を交付するものとする。 

（障害福祉サービス受給者証等の再交付の申請書等） 

第７条 施行規則第23条第１項および第34条の50第１項の申請書は，別記第10号様式によ

らなければならない。 

２ 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は，支給決定の有効期間内におい

て，当該療養介護医療受給者証を破り，汚し，または失ったときは，別記第10号様式の

申請書により市長に申請し，再交付を受けることができる。 
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（特例介護給付費等の支給の申請書等） 

第８条 施行規則第31条第１項，第34条の４第１項および第34条の53第１項の申請書は，

別記第11号様式によらなければならない。 

２ 市長は，前項の申請書により申請があった場合は，特例介護給付費，特例訓練等給付費，

特例特定障害者特別給付費または特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し，その旨

を別記第12号様式の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

（特定障害者特別給付費の額の変更の通知等） 

第９条 施行規則第34条の５第１項の規定による通知は，別記第13号様式の通知書により

するものとする。 

２ 施行規則第34条の６第２項の規定による通知は，別記第14号様式の通知書によりする

ものとする。 

（計画相談支援給付費の支給の申請書等） 

第９条の２ 施行規則第34条の54第１項の申請書は，別記第14号様式の２によらなければ

ならない。 

２ 前項の申請書により市長に申請をしようとする者は，当該申請の際に，法第５条第22

項に規定するサービス利用支援を受ける法第51条の20第１項の規定による指定に係る特

定相談支援事業所を別記第14号様式の３の届出書により市長に届け出なければならない。 

３ 市長は，第１項の申請書により申請があった場合は，計画相談支援給付費の支給の要否

を決定し，その旨を別記第14号様式の４の通知書により当該申請をした者に通知するも

のとする。 

４ 支給決定障害者等は，法第５条第23項に規定する継続サービス利用支援を受ける法第

51条の20第１項の規定による指定に係る特定相談支援事業所を変更したときは，別記第

14号様式の３の届出書により市長に届け出なければならない。 

５ 市長は，施行規則第６条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは，

別記第14号様式の５の通知書により計画相談支援対象障害者等（法第51条の17第１項に

規定する計画相談支援対象障害者等をいう。）に通知するものとする。 

６ 施行規則第34条の55第２項の規定による通知は，別記第14号様式の６の通知書により

するものとする。 

（自立支援医療費の支給認定等の申請書等） 

第10条 施行規則第35条第１項および第45条第１項の申請書は，別記第15号様式によらな

ければならない。 
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２ 政令第１条の２第１号に規定する育成医療に係る施行規則第35条第２項第１号の医師

の意見書は，別記第16号様式によらなければならない。 

３ 市長は，第１項の申請書により申請があった場合（支給認定の変更に係るものを除く。）

において，自立支援医療費の支給認定をしたときは別記第17号様式の通知書に法第54条

第３項に規定する自立支援医療受給者証（以下「医療受給者証」という。）を添えて，支

給認定をしないときは別記第18号様式の通知書により当該申請をした者に通知するもの

とする。 

４ 市長は，第１項の申請書により申請があった場合（支給認定の変更に係るものに限る。）

において，支給認定の変更の認定をしたときは別記第19号様式の，変更の認定をしない

ときは別記第20号様式の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

５ 医療受給者証は，別記第21号様式によるものとする。 

（支給認定の申請内容の変更の届出書等） 

第11条 施行規則第47条第１項の届出書は，別記第22号様式によらなければならない。 

２ 市長は，前項の届出書により届出があった場合は，当該届出に係る支給認定障害者等の

医療受給者証の記載事項を変更し，当該届出をした者に返還するものとする。 

（医療受給者証の再交付の申請書） 

第12条 施行規則第48条第１項の申請書は，別記第23号様式によらなければならない。 

（支給認定の取消しの通知） 

第13条 施行規則第49条第１項の規定による通知は，別記第24号様式の通知書によりする

ものとする。 

（指定自立支援医療機関の指定の申請書等） 

第14条 施行規則第57条第１項の申請書は，別記第25号様式によらなければならない。 

２ 施行規則第57条第２項の申請書は，別記第26号様式によらなければならない。 

３ 施行規則第57条第３項の申請書は，別記第27号様式によらなければならない。 

４ 法第59条第１項の規定により指定を受けた指定自立支援医療機関（病院または診療所

に限る。）の開設者は，その担当する医療の種類を変更しようとするときは，別記第25

号様式の申請書により市長に申請し，その承認を受けなければならない。 

５ 法第60条第１項の規定により指定の更新を受けようとする指定自立支援医療機関の開

設者は，病院または診療所にあっては別記第25号様式の申請書により，薬局にあっては

別記第26号様式の申請書により，指定訪問看護事業者等にあっては別記第27号様式の申

請書により市長に申請しなければならない。 
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（指定自立支援医療機関の変更等の届出書等） 

第15条 法第64条の規定による届出は，別記第28号様式の届出書によりしなければならな

い。 

２ 施行規則第63条の規定による届出は，別記第29号様式の届出書によりしなければなら

ない。 

３ 政令第40条の規定による申出は，別記第30号様式の申出書によりしなければならない。 

（指定自立支援医療機関の指定の取消し等の通知） 

第16条 市長は，法第68条第１項の規定により指定自立支援医療機関の指定の取消し等を

した場合は，別記第31号様式の通知書により当該指定自立支援医療機関の開設者等に通

知するものとする。 

（補装具費の支給の申請書等） 

第16条の２ 施行規則第65条の７第１項の申請書は，別記第31号様式の２によらなければ

ならない。 

２ 市長は，前項の申請書により申請があった場合において，法第76条第１項の規定によ

る補装具費支給対象障害者等の認定をするときは別記第31号様式の３の通知書に別記第

31号様式の４の補装具費支給券を添えて，認定をしないときは別記第31号様式の５の通

知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は，これを当該支給に

係る補装具の販売事業者，貸付事業者または修理事業者に提出し，補装具の購入，借受け

または修理を行わなければならない。 

（高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書等） 

第16条の３ 施行規則第65条の９の２第１項の申請書は，別記第31号様式の６によらなけ

ればならない。 

２ 市長は，前項の申請書により申請があった場合は，高額障害福祉サービス等給付費の支

給の要否を決定し，その旨を別記第31号様式の７の通知書により当該申請をした者に通

知するものとする。 

（障害福祉サービス事業等の開始等の届出） 

第17条 法第79条第２項の規定による届出は，別記第32号様式の届出書によりしなければ

ならない。 

２ 法第79条第３項の規定による届出は，別記第33号様式の届出書によりしなければなら

ない。 
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３ 法第79条第４項の規定による届出は，別記第34号様式の届出書によりしなければなら

ない。 

（指定自立支援医療機関台帳） 

第18条 市長は，次の各号に掲げる指定自立支援医療機関の区分に応じ，当該各号に定め

る様式の台帳を備え，必要な事項を記載しておくものとする。 

(1) 病院および診療所 別記第35号様式 

(2) 薬局 別記第36号様式 

(3) 指定訪問看護事業者等 別記第37号様式 

（補則） 

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は，こ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成18年９月29日規則第116号） 

１ この規則は，平成18年10月１日から施行する。 

２ 函館市児童福祉法に基づく補装具の交付等に関する規則（平成12年函館市規則第48号）

は，廃止する。 

附 則（平成18年12月７日規則第121号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月28日規則第19号） 

１ この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出されている申請書は，改正後の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出された申請書とみなす。 

附 則（平成20年７月１日規則第67号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式，別記第５号様式，別記第15号様式

および別記第31号様式の２の規定に基づき提出されている申請書は，改正後の別記第１

号様式，別記第５号様式，別記第15号様式および別記第31号様式の２（これらの様式中

調査についての同意に係る部分を除く。）の規定に基づき提出された申請書とみなす。 
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附 則（平成22年３月29日規則第19号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第40号） 

この規則は，平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年９月29日規則第47号） 

１ この規則は，平成23年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出されている申請書は，改正後の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出された申請書とみなす。 

附 則（平成24年３月30日規則第47号） 

１ この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第13号様式の規定に基づき提出されている申請

書は，改正後の別記第31号様式の６（調査についての同意に係る部分を除く。）の規定

に基づき提出された申請書とみなす。 

附 則（平成24年９月28日規則第86号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている指定自立支援医療機関の指定の更新に係る申

請書は，この規則の相当規定により提出された申請書とみなす。 

附 則（平成25年３月29日規則第37号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月21日規則第54号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式，別記第５号様式および別記第31号

様式の２の規定に基づき提出されている申請書は，改正後の別記第１号様式，別記第５号

様式および別記第31号様式の２の規定に基づき提出された申請書とみなす。 

附 則（平成26年３月28日規則第16号） 

１ この規則は，平成26年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出されている申請書は，改正後の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出された申請書とみなす。 

附 則（平成26年５月14日規則第37号） 
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１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出されている申請書は，改正後の別記第１号様式および別記第５号様式の規定に基づ

き提出された申請書とみなす。 

附 則（平成26年９月25日規則第64号） 

この規則は，平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日規則第69号） 

１ この規則は，平成28年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式，別記第５号様式，別記第10号様式，

別記第11号様式，別記第14号様式の２，別記第15号様式，別記第23号様式，別記第31号

様式の２および別記第31号様式の６の規定に基づき提出されている申請書ならびに改正

前の別記第８号様式，別記第14号様式の３および別記第22号様式の規定に基づき提出さ

れている届出書は，改正後の別記第１号様式，別記第５号様式，別記第10号様式，別記

第11号様式，別記第14号様式の２，別記第15号様式，別記第23号様式，別記第31号様式

の２および別記第31号様式の６（同様式の調査についての同意に係る部分を除く。）の

規定に基づき提出された申請書ならびに改正後の別記第８号様式，別記第14号様式の３

および別記第22号様式の規定に基づき提出された届出書とみなす。 

附 則（平成28年３月31日規則第49号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年７月18日規則第38号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月20日規則第22号） 

１ この規則は，平成30年４月１日から施行する。ただし，別記第31号様式の５の改正規

定は，公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式，別記第５号様式，別記第31号様式

の２および別記第31号様式の６の規定に基づき提出されている申請書ならびに改正前の

別記第31号様式の４の規定に基づき交付されている支給券は，改正後の別記第１号様式，

別記第５号様式，別記第31号様式の２および別記第31号様式の６の規定に基づき提出さ

れた申請書ならびに改正後の別記第31号様式の４の規定に基づき交付された支給券とみ

なす。 

附 則（平成30年９月25日規則第54号） 
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１ この規則は，平成30年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第25号様式から別記第27号様式までの規定に基

づき提出されている申請書は，改正後の別記第25号様式から別記第27号様式までの規定

に基づき提出された申請書とみなす。 

附 則（令和２年６月30日規則第48号） 

１ この規則は，令和２年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式，別記第５号様式，別記第11号様式，

別記第14号様式の２，別記第15号様式，別記第23号様式および別記第31号様式の６の規

定に基づき提出されている申請書，改正前の別記第９号様式の２の規定に基づき交付され

ている証明書ならびに改正前の別記第21号様式の規定に基づき交付されている受給者証

は，改正後の別記第１号様式，別記第５号様式，別記第11号様式，別記第14号様式の２，

別記第15号様式，別記第23号様式および別記第31号様式の６の規定に基づき提出された

申請書，改正後の別記第９号様式の２の規定に基づき交付された証明書ならびに改正後の

別記第21号様式の規定に基づき交付された受給者証とみなす。 

附 則（令和３年５月19日規則第38号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第15号様式および別記第25号様式から別記第27

号様式までの規定に基づき提出されている申請書は，改正後の別記第15号様式および別

記第25号様式から別記第27号様式までの規定に基づき提出された申請書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は，当分の間，適宜修正

のうえ使用することができる。 

附 則（令和４年２月28日規則第４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出

されている申請書，申出書その他これらに類するもの（以下この項において「申請書等」

という。）は，この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書
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等とみなす。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作

成されている用紙は，当分の間，適宜修正のうえ使用することができる。 

附 則（令和４年４月１日規則第26号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和５年５月18日規則第27号） 

この規則は，公布の日から施行する。 



12/97 

 



13/97 

 



14/97 

 



15/97 

 



16/97 

 



17/97 

 



18/97 

 



19/97 

 



20/97 

 



21/97 

 



22/97 

 



23/97 

 



24/97 

 



25/97 

 



26/97 

 



27/97 

 



28/97 

 



29/97 

 



30/97 

 



31/97 

 



32/97 

 



33/97 

 



34/97 

 



35/97 

 



36/97 

 



37/97 

 



38/97 

 



39/97 

 



40/97 

 



41/97 

 



42/97 

 



43/97 

 



44/97 

 



45/97 

 



46/97 

 



47/97 

 



48/97 

 



49/97 

 



50/97 

 



51/97 

 



52/97 

 



53/97 

 



54/97 

 



55/97 

 



56/97 

 



57/97 

 



58/97 

 



59/97 

 



60/97 

 



61/97 

 



62/97 

 



63/97 

 



64/97 

 



65/97 

 



66/97 

 



67/97 

 



68/97 

 



69/97 

 



70/97 

 



71/97 

 



72/97 

 



73/97 

 



74/97 

 



75/97 

 



76/97 

 



77/97 

 



78/97 

 



79/97 

 



80/97 

 



81/97 

 



82/97 

 



83/97 

 



84/97 

 



85/97 

 



86/97 

 



87/97 

 



88/97 

 



89/97 

 



90/97 

 



91/97 

 



92/97 

 



93/97 

 



94/97 

 



95/97 

 



96/97 

別記第１号様式（第２条関係） 

別記第１号様式の２（第２条関係） 

別記第２号様式（第２条関係） 

別記第３号様式（第２条関係） 

別記第４号様式（第２条関係） 

別記第４号様式の２（第２条関係） 

別記第４号様式の３（第２条関係） 

別記第４号様式の４（第２条の２関係） 

別記第５号様式（第３条関係） 

別記第６号様式（第３条関係） 

別記第６号様式の２（第３条関係） 

別記第７号様式（第４条関係） 

別記第８号様式（第５条関係） 

別記第９号様式（第６条関係） 

別記第９号様式の２（第６条関係） 

別記第10号様式（第７条関係） 

別記第11号様式（第８条関係） 

別記第12号様式（第８条関係） 

別記第13号様式（第９条関係） 

別記第14号様式（第９条関係） 

別記第14号様式の２（第９条の２関係） 

別記第14号様式の３（第９条の２関係） 

別記第14号様式の４（第９条の２関係） 

別記第14号様式の５（第９条の２関係） 

別記第14号様式の６（第９条の２関係） 

別記第15号様式（第10条関係） 

別記第16号様式（第10条関係） 

別記第17号様式（第10条関係） 

別記第18号様式（第10条関係） 

別記第19号様式（第10条関係） 

別記第20号様式（第10条関係） 
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別記第21号様式（第10条関係） 

別記第22号様式（第11条関係） 

別記第23号様式（第12条関係） 

別記第24号様式（第13条関係） 

別記第25号様式（第14条関係） 

別記第26号様式（第14条関係） 

別記第27号様式（第14条関係） 

別記第28号様式（第15条関係） 

別記第29号様式（第15条関係） 

別記第30号様式（第15条関係） 

別記第31号様式（第16条関係） 

別記第31号様式の２（第16条の２関係） 

別記第31号様式の３（第16条の２関係） 

別記第31号様式の４（第16条の２関係） 

別記第31号様式の５（第16条の２関係） 

別記第31号様式の６（第16条の３関係） 

別記第31号様式の７（第16条の３関係） 

別記第32号様式（第17条関係） 

別記第33号様式（第17条関係） 

別記第34号様式（第17条関係） 

別記第35号様式（第18条関係） 

別記第36号様式（第18条関係） 

別記第37号様式（第18条関係） 

 


